
宿泊施設の経営者の方に行っていただく手続き

宿泊料金が１人１泊につき6,000円以上の宿泊がある宿泊施設には、宿泊者から
宿泊税をお預かりいただき、原則、毎月、宿泊施設ごとに１か月分をまとめて県に申
告し、納税していただきます。

● お手続きの詳細は、長野県公式ホームページに掲載している
「長野県特別徴収の手引き」をご覧ください。

https://www.pref.nagano.lg.jp/zeimu/syukuhakuzei_tebiki-youshiki.html
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登録申請 又は 特定宿泊施設の申出

宿泊施設の皆様は、特別徴収義務者としての登録申請が必要となります。
(登録後、登録情報の変更や経営廃止等の際には、別途のお手続きが必要です)

特定宿泊施設※１に該当する場合は、登録申請に代えてその旨の申出をお願いします。

1

宿泊税の申告 (宿泊料金が１人１泊につき6,000円以上の宿泊がある宿泊施設)

宿泊者から宿泊税を徴収し、原則、毎月末日までに、前月に徴収すべき宿泊税に
ついて、県に申告してください。

２

宿泊税の納税 (宿泊料金が１人１泊につき6,000円以上の宿泊がある宿泊施設)

申告した宿泊税の税額を、毎月末日までに、電子納税※２又は金融機関等の窓口で

納税してください。

３

宿泊税に関する帳簿や書類を必ず保存してください。
特定宿泊施設に該当する場合も、帳簿や書類の保存が必要です。！

宿泊税宿泊者

特別徴収義務者
（宿泊施設の経営者）

特別徴収制度

宿泊税

宿泊施設の所在地を管轄する県税事務所までお願いします。
（上記ホームページの「お問い合わせ先」をご確認ください。）

お問合せ

※２ 宿泊税をeLTAXで電子申告された場合、電子納税をご利用いただけます。

※１ 特定宿泊施設とは、宿泊料金が１人１泊につき6,000円以上となる宿泊(免税点以上の宿泊)がない宿泊施設です。

主な手続きの流れ(詳細は裏面をご覧ください)

￥ ￥

https://www.pref.nagano.lg.jp/zeimu/syukuhakuzei_tebiki-youshiki.html


 １人１泊につき6,000円以上の宿泊（免税点以上の宿泊）の有無は、食事代や消費税・入湯税な
どを除いた素泊まり・税抜きの宿泊料金により確認してください。

手順１

手順２

 原則、毎月末日までに、前月に徴収すべき宿泊税について、宿泊施設ごとに納入申告書を作
成し、月計表を添付の上、県へ申告してください。

※ 登録を受けた特別徴収義務者は申告すべき宿泊税額
が０円の場合も申告が必要です。

※ 特定宿泊施設(１人１泊につき6,000円以上の宿泊が
ない宿泊施設)に該当する場合、申告の必要はありません。

 原則、毎月末日までに、前月に徴収すべき宿泊税として申告した税額について、以下の方法（場
所）で納税してください。

eLTAXで電子申告した場合 申告書を郵送又は持参して提出した場合

次のいずれかの方法により納税してください。
① eLTAXで電子納税
② 「宿泊税納付（納入）書」により金融機関等で納税

「宿泊税納付（納入）書」により金融機関等で納税

※ 宿泊料金の考え方、必要な書類の作成方法、eLTAX・ながの電子申請サービスによる提出方法などお手続きの詳細

は、県ホームページ又は「長野県宿泊税特別徴収の手引き」 をご覧ください。

納入申告書の提出方法

① eLTAXで電子申告

② 管轄の県税事務所に郵送又は持参

※窓口での納税ができる金融機関等については県ホームページをご覧ください。https://www.pref.nagano.lg.jp/zeimu/kurashi/kenze/aramashi/aramashi/nofusaki.html

※ 窓口での納税ができる金融機関等については県ホームページをご覧ください。
https://www.pref.nagano.lg.jp/zeimu/kurashi/kenze/aramashi/aramashi/nofusaki.html

宿泊税に関する帳簿や書類は必ず保存してください。（特定宿泊施設も保存が必要です。）
＜保存期間＞帳簿 納入申告書を提出した月の末日の翌日から５年

書類 宿泊が行われた月の末日の翌日から５年

「１人１泊につき 6,000円以上の宿泊」の有無の確認

手続きに必要な書類の提出

宿泊税納入申告書
宿泊税月計表

※課税対象及び課税対象外の宿泊数の内訳が宿泊年
月日ごとに記載されていれば任意様式で構いません＋
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宿泊税の申告２

宿泊税の納税３

1人１泊につき6,000円以上の宿泊がある場合 1人１泊につき6,000円以上の宿泊がない場合

☐ 特別徴収義務者登録申請書
☐ （法人）登記事項証明書／（個人）経営者の住民票
☐ （旅館業）旅館業営業許可通知書

（住宅宿泊事業）届出番号・所在地が確認できる書類
☐ 宿泊に係る契約書面（宿泊約款など）
☐ 宿泊料金が分かる書類（料金表など）
☐ 申請書に記載された口座情報が確認できる書類

【提出方法】 郵送 又は eLTAX

☐ 特定宿泊施設に該当することの申出書
☐ 宿泊料金確認票
☐ 宿泊料金が分かる書類（料金表など）

【提出方法】 郵送 又は ながの電子申請サービス

※ 郵送により提出する場合は、特別徴収義務者登録申請書、特定宿泊施設に該当することの申出書及び宿泊料金確認
票は、県ホームページからダウンロードしてください。

https://www.pref.nagano.lg.jp/zeimu/kurashi/kenze/aramashi/aramashi/nofusaki.html
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